
賃金上昇率の計算方法の変更点 

・一般、パートそれ
ぞれについて
別々に計算 

 

・男女構成の変化
を除去したものと
反映したもの両
方を計算 

・就労日数の増減
がないものとして
計算 

平成６年度以前 平成７～１６年度 平成１７年度以降 

資料No.６ 

・ 一般とパートの
構成比の変化を
反映させるため
合算 

・ 男女構成の変化
を反映したもの
のみ計算 

 

・ 就労日数の増減
を反映 

・ 一般とパートの
構成比の変化を
除去 

 

・ 男女構成の変化
を反映したもの
のみ計算 

 

・ 就労日数の増減
を反映 



一般とパートの構成比変化の除去について 

 
平成２５年の平均賃金 
（１０００×８０＋８００×２０）÷１００＝９６０ 
 
平成２６年の平均賃金 
（１０２０×７０＋８１０×３０）÷１００＝９５７ 
 
賃金上昇率 
（９５７－９６０）÷９６０×１００＝－０．３％ 
 

 
平成２５年の平均賃金 
（１０００×８０＋８００×２０）÷１００＝９６０ 
 
平成２６年の平均賃金 
（１０２０×８０＋８１０×２０）÷１００＝９７８ 
 
賃金上昇率 
（９７８－９６０）÷９６０×１００＝１．９％ 
 

平成２５年６月（一般労働者８０人、パートタイム労働者２０人） 

一般労働者の平均時給１０００円、パートタイム労働者の平均時給８００円とする。 

平成２６年６月（一般労働者７０人、パートタイム労働者３０人） 

一般労働者の平均時給１０２０円、パートタイム労働者の平均時給８１０円とする。 

一般とパートの構成比変化を除去しない場合 一般とパートの構成比変化を除去した場合 


